
仙北市公告第２９号 

 下記物件について、条件付き一般競争入札による公売を執行する。 

 

令和４年６月１３日  

 

仙北市長 田 口 知 明 

 

１．条件付き一般競争入札に付する物件 

 

メーカー 車名 型式等 排気量 年 式 走行距離 備 考 

ニッサン マイクロバス KK-BJW41 4.16Ｌ 平成１２年 
193,658km 

R4.5.1 現在 

車検有効期限 

R4.5.12 

トヨタ ノア TA-AZR65G 1.99Ｌ 平成１５年 
241,653km 

R4.5.1 現在 

車検有効期限 

R4.5.30 

トヨタ カローラ CBA-NZE124 1.49Ｌ 平成１７年 
265,898km 

R4.5.1 現在 

車検有効期間 

R4.6.8 

 最低落札価格：非公開とする。 

 詳細については別紙「車両の概要」のとおりです。 

２．入札物件公開の日時及び場所 

（１）日時：令和４年６月１５日（水）～令和４年６月２４日（金） 

       午前８時３０分～午後５時まで（土日・祝日は除きます） 

 （２）場所：仙北市役所 田沢湖庁舎 車庫 

       ※事前にお問い合わせください。 

３．入札方法 

紙入札方式により行う 

４．落札者の決定方法 

 （１）仙北市が定める最低販売価格（予定価格）以上の金額で、最高価格を入札した 

方と売買契約を締結します。 

（２）最高価格同額入札者が２人以上いる場合は、くじによって落札者を決定します。 

５．入札の参加資格 

 （１）個人の場合：仙北市に住居基本台帳登録されている方。 

    法人の場合：仙北市の入札参加資格者名簿に登録を有する法人。 

（２）次の事項に該当する場合は、入札に参加することはできません。 

    （ア）未成年者 

    （イ）成年被後見人、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のための同意を 

得ていない者        



    （ウ）破産者で復権を得ない者 

    （エ）市民税・県民税、固定資産税及び国民健康保険税に未納がある者 

    （オ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七 

       号）第三十二条第一項各号に掲げる者 

６．入札申し込み 

 （１）提出期間：令和４年６月１５日（水）～令和４年６月２４日（金） 

         （土日・祝日は除きます） 

         時間は午前８時３０分から午後５時まで 

 （２）提 出 先：仙北市総務部管財課（田沢湖庁舎２階）※郵送不可  

 （３）提出書類 

法  人 個  人 

（ア）入札参加申込書（様式１） 

（イ）登記事項証明書の写し 

   ※申請日前３ヶ月以内のもの 

（ウ）市税納税証明書 

   ※非課税の場合はその証明書 

（ア）入札参加申込書（様式１） 

（イ）住民票の写し 

   ※申請日前３ヶ月以内のもの 

（ウ）市税納税証明書 

   ※非課税の場合はその証明書 

 (エ)  ３．入札参加資格(２)イに該当 

    する場合はその同意書 

７．入札及び開札 

 （１）入札日時；令和４年６月２７日（月）午前１０時００分 

 （２）入札場所：仙北市田沢湖庁舎 ３階 第１会議室 

 （３）受 付：入札開始１０分前までに受付してください。 

         ※入札時刻に遅れた場合は、辞退とみなします。 

         ※入札当日は、内容説明を行いませんので、不明な点はあらかじめ 

          お問合せください。 

８．入札に必要な書類等 

 （１）入札書（様式２） 

 （２）委任状（様式３） 

    ※申込人以外が入札に参加する場合提出してください。 

 （３）印鑑 

    ※委任状を提出する場合は、代理人の印鑑をご持参ください。 

 （４）参加者と確認できる身分証明書（運転免許証等） 

９．入札の無効 

  次のいずれかに該当する場合、入札は無効とします。 

 （１）入札参加資格のない者がした入札 

 （２）入札書の記載事項に不備がある入札 



 （３）金額を訂正した入札、不明瞭で判読できない入札 

（４）明らかに連合によると認められる入札 

 （５）入札に際し不正な行為があると認められた入札 

１０．入札保証金及び契約保証金は免除とします。 

１１．契約締結及び売却代金の納入 

 （１）契約金額は、入札書に記載された金額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額

になります。 

 （２）落札者は、契約手続き完了後すみやかに契約締結してください。 

 （３）売却代金の納入は、契約締結後７日以内に全額納入してください。 

１２．物品の引き渡し 

 （１）所有者(名義)変更手続きは落札者自ら行うこととし、現物の引き渡しは、変更 

手続きの完了及び売却代金の納入を確認した後とします。 

 （２）入札物件の落札者への引き渡し方法は現状渡しとし、引き渡し後の不調や故障 

    についての補償は一切行いません。 

  (３) 落札者は引渡し後、１０日以内に車体にある「仙北市等」のロゴマークを全て 

    削除し、削除後の写真を管財課に必ず提出すること。 

１３．関係書類 

 入札申込書等の書類については、仙北市総務部管財課及び仙北市ホームページで配布 

 します。 

※注意事項 

 ・使用する印鑑は、提出書類すべてに同じものを使用してください。 

 ・法人の場合は、社印と代表者印を押印してください。 

 ・入札金額は、算用数字でペンまたはボールペンで記入し、金額の前に必ず「￥」を 

  付けてください。 

 ・入札金額を書き損じた場合は、新たな用紙に書き直してください。 

 ・入札金額は、消費税及び地方消費税を含めない金額を記入してください。 

 ・入札封筒は必要ありません。 

１４．お問合せ先 

 仙北市総務部管財課管財係 

 〒０１４－１２９８ 

 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後３０番地 

 TEL：０１８７―４３―１１１４ 

 FAX：０１８７―４３―１３００ 


